
 答 申 第  2 1 1  号  

令 和 ８ 年 2月 24日  

 

 

兵庫県公営企業管理者 

 梶 本  修 子 様 

 

 情報公開・個人情報保護審議会 

会長 中 川 丈 久  

 

 

公文書の非公開及び部分公開決定に係る審査請求に対する決定について（答申） 

 

 

 令和７年７月31日付け諮問第１号で諮問のあった下記の公文書に係る標記のことに

ついて、別紙のとおり答申します。 

 

 

記 

 

 

事業提案競技に係る事業計画書等の件 
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別 紙 

答    申 

 

第１ 審議会の結論 

  兵庫県公営企業管理者（以下「実施機関」という。）が非公開とした決定の

うち、別表の「公開すべき部分」欄に掲げる部分は公開すべきであるが、その

余の部分は、非公開とすることが妥当である。 

 

第２ 諮問経緯及び公開請求文書の特定 

 １ 公文書の公開請求 

令和６年11月18日付けで、審査請求人は、情報公開条例（平成12年兵庫県条例

第６号。以下「条例」という。）第４条の規定により、実施機関に対して、

「2020年に決定した潮芦屋地区の土地分譲」（潮芦屋センターゾーンＩ期北ブロ

ック事業提案競技）に関する資料の公開を請求した（以下「本件公開請求」とい

う。）。 

 

２ 実施機関の決定 

実施機関は、本件公開請求に係る公文書（第４・１(1)(2)のとおり。）を特定

し、その一部について条例第６条第１号、第２号及び第６号に規定する非公開情

報が記録されていること又は公文書が不存在であることを理由として、対象文書

の一部又は全部を公開しないこととすることとして決定を行った（以下、同一部

を公開しない決定を「本件処分１」と、同全部を公開しない決定を「本件処分２」

という。）。 

 

３ 審査請求 

令和７年３月18日付けで、審査請求人は、本件処分１及び２を不服として、行

政不服審査法（平成26年法律第68号）第２条の規定に基づき、実施機関に対して

審査請求（以下「本件審査請求」という。）を行った。 

 

４ 諮問 

令和７年７月31日、実施機関は、条例第17条の規定により、情報公開・個人情

報保護審議会（以下「審議会」という。）に対して、本件審査請求について諮問

した。 

 

第３ 審査請求人の主張要旨 
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１ 本件審査請求の趣旨 

本件処分１のうち、事業者提出の事業計画書及び譲受申出価格調書、温泉ケー

シング管設置図、用地分筆図（案）並びに事業提案競技審査基準表に係る部分を

取り消し、公開することを求めます。 

 

２ 本件審査請求等の理由 

審査請求人が、審査請求書等において述べている本件審査請求の理由は、次の

とおり要約される。 

  (1) 審査請求書（要旨。原文のままとしている記載がある。） 

ア 公開を請求した公文書は潮芦屋センターゾーンＩ期北ブロック事業提案競

技の事業予定者決定に関するものであり、地域住民の生活・命に密接に関

係するものである。地域住民は当該エリアについて、署名活動などを実施

し、要望してきたが、一切の住民説明もなされていない。 

イ 当該事業提案競技の応募事業者の事業提案書類等について、処分庁は、当

該情報が「法人その他の団体に関する情報であって、公にすることにより、

当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある

もの。」（情報公開条例第６条第２号）に該当するとしている。 

しかし、そもそも、本事業提案競技の募集要項15頁(7)「提案書類等の取

扱い」③において、「提案書類等の公開に際しては、著作権者は公開する

ことについて異議無く了承するもの」とされ、応募時点で各事業者は著作

権を放棄しており、当該法人等の権利や利益を害しない。 

また、「正当な利益を害するおそれ」について、抽象的な可能性で足り

るという解釈をとると、不開示とされる情報の範囲が広範囲にわたり、原

則公開主義を採用した情報公開制度の趣旨に反する結果となる。したがっ

て、この「おそれ」については法的保護に値するほどの蓋然性があること

を意味すると解すべきところ、処分庁は「おそれ」についての具体的論証

をしていない。 

ウ 審査基準表について、処分庁は、当該情報が「県の機関等が行う事務若し

くは事業に関する情報であって、公にすることにより、地方公共団体が経

営する企業、独立行政法人等に係る事務に関し、企業経営上の正当な利益

を害するおそれがある」（情報公開条例第６条６号オ）に該当するとして

いる。しかし、処分庁が非開示とした「審査細目」「審査基準」「配点」

等は、既に募集要項16頁(2)「審査項目」で公開されている内容をさらに細

分化したものにすぎず、何ら企業経営上の正当な利益を害するおそれはな

い。処分庁は、情報公開制度の趣旨から、この「おそれ」について法的保
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護に値するほどの蓋然性があることを意味すると解すべきところ、処分庁

は、「おそれ」についての具体的論証をしていない。処分庁は、非開示理

由として、「審査委員会を非公開としているため」ということを挙げてい

るようだが、審査委員会自体が非公開であることと、情報を非開示にでき

ることは別であり、当然ながら全く理由にならない。 

エ 審査結果について、処分庁は、当該情報が、上記ウと同様、情報公開条例

第６条６号オに該当し、さらに「法人その他の団体に関する情報であって、

公にすることにより、当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益

を害するおそれがあるもの。」（情報公開条例第６条第２号）に該当する

としている。しかし、処分庁は、これら「正当な利益を害するおそれ」に

ついて、一切具体的論証をしていない。むしろ、応募事業者が審査項目ご

とにそれぞれどのような点数を獲得したのかがわかれば、今後、同様の事

業者募集の機会に参考にできる以上、法人にとって利益となるし、企業庁

にとっても、次の事業提案競技において、各応募業者が競ってより良い企

画提案をしようと切磋琢磨する契機となり、利益となる。 

また、特に選定された事業者の審査結果は、当該事業者の評判を貶める

ものとはならず、公開をしても当該法人等にとって正当な利益を害するお

それはない。 

(2) 令和７年８月26日付け意見書（要旨。原文のままとしている記載がある。） 

ア 総論 

弁明書の総論においても、地方公営企業は「地域福祉の向上を図りつ

つ、」が前段にあることから、まず、地域福祉を前提とすべきであること

は実施機関も異論のないところである。地域福祉の向上を図るためには、

地域住民の意見、要望などを十分反映させる必要があり、そのためには情

報公開が不可欠である。本件については、5000筆近くの署名・要望書が提

出されていることもあり、地域住民に十分理解を求めるための説明や意見

交換が必要であるにもかかわらず、実施機関は全くその努力を怠っている。 

実施機関は住民意見に対し、令和６年11月22日に「住民の皆様への説明

につきましては、その機会を設けるべく検討したいと考えているところで

す。」と回答しているにもかかわらず、いまだ、何の説明もなされていな

い。さらに、事業はどんどん進捗しているにも関わらず、住民との接点は

全くなく、住民の要望が反映されているとは考えられない。すなわち、全

く「地域福祉の向上」を図ろうとしていないものである。地域住民は、ど

のような事業計画がどのような理由で採択されたのかを知る権利がある。

さらには、地域福祉の向上を図るため、地域住民の要望を反映させるため



- 4 - 

 

実施機関は努力する必要があり、その前提条件が情報公開である。公文書

は情報公開が基本であり、個人情報などよっぽどのことでない限り、情報

公開すべきである。 

イ 本件処分１について 

(ｱ) 事業計画書 

事業計画書については、審査請求理由として、募集要項に「提案書類等

の公開に際しては、著作権者は公開することについて異議なく了承するも

の」とあり、そのままの内容である。事業提案者は公開されることを前提

に提案書を提出しなければならない。著作権の問題と公文書情報公開とは

別問題である。少なくとも事業決定者の事業計画については情報公開すべ

きである。弁明書に「他事業者が模倣することが可能となり、」とあるが

模倣された際に著作権侵害の訴えを起こせばよく、さらには当該事業者が

確定している状況においては事業優位性が失われることはなく、「具体的

なおそれが生じる。」とあるが、その具体的内容については弁明されてい

ない。また、弁明書においても、実施機関は「情報公開請求に応じ公開す

ることを予定」と情報公開しなければならないことを自ら認めているもの

である。さらに、地域住民にとってはどのような事業計画で事業が進んで

いくのかが生活をするうえで非常に重要な問題であり、住民意見が反映さ

れることを望んでいる。 

(ｲ) 譲渡申出価格調書 

弁明書には「具体的なおそれが生じる」とあるが、その具体的な内容は

示されていない。また、事業提案競技前の住民が署名・要望書を提出した

際に、公営企業管理者は金額だけではなく、地域住民の要望・意見も反映

させると明言していたことから、地域住民としては、その言の正当性を確

認するための情報公開であり、実施機関はその言を証明する必要があり、

非開示は不当である。また、「これは、…成り立つからである。」と弁明

しているが、後述する「審査基準」とも関連するが、総合評価を実施して

いると証明するためには情報公開は必須である。 

(ｳ) 温泉ケーシング管設置図及び用地分筆図（案） 

住民としては、特に情報公開を望むものではないが、弁明書には「具体

的なおそれが生じる」とあるが、その具体的な内容は示されていない。 

(ｴ) 審査基準表 

募集要項によると審査項目は大項目として、「１全体計画」「２施設整

備計画」「３施設運営計画」「４資金計画」「５全体スケジュール」「６

譲渡申出価格」の６つが設定されている。 
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これらの審査の視点（観点）及び配点等は「地域福祉の向上を図りつつ、

常に経済性を発揮及び確保」するために、実施機関がどの点に力点を置い

ているかを明確化させるものであり、地域住民が知るべき情報である。後

続する提案競技においても実施機関の力点を知ることにより、よりその力

点を強化することができ、実施機関の意に沿うこととなり、「競争力が低

下する」とは考えられない。また、「低価格での譲渡申出価格を提案して

くるなどの事態が容易に予測され、」と弁明しているが、総合評価である

ことから、最低譲渡価格以上が条件であるにもかかわらず、他の審査項目

よりも価格に重点を置いているという実施機関の考え方の裏返しである。

これは公営企業管理者が地域住民に説明した内容に反するものであり、そ

のことが明らかになると「地域福祉の向上」に反することから、非公開に

していると考えざる得ない。実施機関が「地域福祉の向上を図る」ために

どこに力点を置いているかを明確に説明するためには、審査基準の情報公

開は不可欠である。なお、実施機関は「地域の振興と県民福祉の向上」、

「選択と集中の徹底」、「健全経営の維持」を経営方針としていることか

ら、「地域の振興と県民福祉の向上」に資することを明確に示す必要があ

り、審査基準を公開することこそが経営理念を県民に伝えることが可能と

なり、「経営上の損失となる具体的おそれ」に具体性は全くない。 

ウ 本件処分２について 

(ｱ) 潮芦屋温泉事業に関する設備 

住民としては、特に情報公開を望むものではないが、弁明書には「具体

的なおそれが生じる」とあるが、その具体的な内容は示されていない。た

だ、住民だけでなく遠方の県民も楽しみに憩いの場となっていた「潮芦屋

げんき足湯」はいまだに休業中であり、地域住民に対しては、なぜいつま

でも休業なのかの説明は必要であり、一刻も早く再開してもらいたいと考

えている。 

(ｲ) 提案概要 

弁明書には記載がなく、審査委員会に審議に対する資料としての提案概

要は開示されるものと理解する。 

(ｳ) 議事録、審査委員会の意見書 

募集要項で「審査委員会は非公開とする」と記載していると弁明してい

るが、委員会そのものは非公開で開催されるものであるが、その議事録は

公文書であり、公開されるべきものである。また、募集要項で情報公開を

予定している事業計画書は部分公開としており、ダブルスタンダードであ

る。また、「安易に当該ポイントに形式的に整合させ高得点を狙う」とい
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ったことが想定されていることも不可思議である。実施機関は譲渡事業者

の事業について提案書に基づいて実施しているかどうかを監視する責任が

あるが、その責任を放棄していると言わざるを得ない。であるからこそ、

実施機関のみならず、地域住民等が監視する必要があり、そのための情報

公開法であることから、情報公開は必須である。地域住民としては、審査

委員がいかに地域住民に対する配慮がされており、地域経済に対する影響

を議論されているかを確認する必要がある。企業機密といった情報は非公

開となっても致し方ないが、地域住民に対する議論の情報は開示されるべ

きである。審査委員は地域のことが十分理解できているのかが非常に疑問

である。5000筆近くの署名・要望書が議論の対象になっているのか、地域

住民に対するヒアリングもなく、高齢者が非常に多い地域に対する配慮は

議論されているのか、地域住民はどのような議論に基づいて土地利用が決

定されたかのプロセスを知る権利はある。したがって、議事録について少

なくとも地域住民に対する配慮や地域経済に対する影響についての議事録

は公開すべきである。 

 

第４ 実施機関の説明要旨 

実施機関が、弁明書及び口頭による理由説明において述べている本件処分の理

由は、以下のとおり要約される。 

 

 １ 公開請求の対象文書について 

実施機関は、潮芦屋センターゾーンⅠ期北ブロック用地（以下「本件用地」と

いう。）において、事業提案競技方式により事業者から提案を募集し（以下「本

件提案競技」という。）、審査結果を踏まえ、本件用地Ａ区画及びＢ区画の事業

予定者、次順位事業予定者を決定したものである。 

本件処分１及び２に係る対象文書は、次のとおりである。 

(1) 本件処分１ 

ア 決定された事業予定者、次順位事業予定者及びその他提案事業者の提出資

料 

応募登録申込書、提案事業者資格誓約書兼確認書、提案競技申込書、譲 

受申出価格調書及び事業計画書 

イ 本件提案競技に係る審査委員会（以下「審査委員会」という。）、審査項

目の配点及び採点に関する公文書 

本件提案競技審査基準表（案）、温泉ケーシング管設置図、本件用地分

筆図（案）、本件提案競技審査基準表（Ａ区画、Ｂ区画） 
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(2) 本件処分２ 

審査委員会資料（潮芦屋温泉事業に関する設備（現地視察資料）、提案概 

要、議事録）及び審査委員の意見書（なお、当該意見書は作成されておらず、

不存在である。） 

２ 本件処分１及び２の理由について 

審査請求に該当する以下の文書について、処分理由を述べる。 

(1) 総論 

実施機関は、地方公営企業法（昭和27年法律第292号）に基づく地方公営企

業として設置されている（同法第４条及び兵庫県公営企業の設置等に関する条

例（昭和41年条例第57号））。 

地方公営企業は、「常に企業の経済性を発揮する」（同法第３条）ことが 

求められ、潮芦屋地区における住宅用地等の分譲においても、地域福祉の向上

を図りつつ、常に経済性を発揮及び確保することが求められている。 

条例においても、この点が想定されており、条例第６条第６号オは、非公 

開情報として「地方公共団体が経営する企業…に係る事業に関し、その企業経

営上の正当な利益を害するおそれ」と定めており、この企業については、民間

企業等に係る非公開情報を定めた同条第２号所定の法人等と基本的に共通する

ものと理解される。 

従って、本件事案における判断においては、本件提案競技に応募した事業 

者に係る情報のみならず、民間企業と同様の視点において、公にすることによ

り、実施機関における経営（提案競技における競争性の確保及び向上等）に支

障を及ぼす情報については、非公開とすべきこととなる。 

(2) 本件処分１について 

ア 事業計画書 

事業計画書については、募集要項所定の項目名は公開とし、具体的な記 

入内容は非公開とした（なお、事業計画書の内容の一部を自主的に公表し

ている２事業者分については、個人の肖像及び資金計画を除き公開した）。 

事業計画書の具体的な記入内容（全体計画、施設整備計画、施設運営計 

画、資金計画、全体スケジュール）は、経営上の秘密に関する情報（事業

運営のノウハウ）及び法人等の内部管理に属する情報であって、公にする

ことにより、法人等の権利、競争上の地位、その他正当な利益を害するお

それがあるものとして条例第６条第２号により非公開とした。 

計画段階における事業内容、運営手法及び事業費の積算内容等の詳細な 

情報は、事業者としての事業運営の方針や経営戦略を克明に表現したもの

であり、当該事業者の経営ノウハウ及び内部管理の情報が反映されたもの
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といえる。また、事業計画書では、体裁、構成、文字の大きさやフォント、

記載事項に独自性が見られ、より効果的な提案を行うために、各事業者が

工夫を凝らして作製し、独自性を発揮したものとなっている。 

上記の情報が公になった場合、他事業者が模倣することが可能となり、

当該事業者の事業優位性が失われるという具体的なおそれが生じる。 

審査請求の理由として、募集要項の「提案書類等の公開に際しては、著

作権者は公開することについて異議無く了承するもの」との記載により、

事業者が著作権を放棄していると主張されているが、そのような事情はな

い。同要項では、「提案書類等は必要に応じて公開することがある」とし

たに過ぎず、事業者に提案書類等の著作権を含む権利利益が留保されてい

ることを前提として、条例第６条各号所定の非公開情報を除き、情報公開

請求に応じ公開することが予定されていることを念のため記載したもので

ある。 

イ 譲受申出価格調書 

譲受申出価格調書中の法人代表者の印影及び譲受申出価格（譲受申出価 

格については、事業予定者又は次順位事業予定者とされた事業者にかかる

ものを除く。）について、法人等の内部管理に属する情報であって、公に

することによって法人等の公正な事業運営が損なわれると認められるもの

として条例第６条第２号により非公開とした。 

法人代表者の印影は、通常、一般に公にされない情報であり、事業予定 

者及び次順位事業予定者以外の事業者に関する譲受申出価格については、

従前の事業提案競技より一貫して非公開としている。 

事業予定者及び次順位事業予定者の譲受申出価格と、選に漏れた事業者 

の譲受申出価格を比較し、選に漏れた事業者の業務遂行能力や資金力に不

安があると推測され、（これは、選に漏れた事業者の譲受申出価格が、事

業予定者の提示した当該価格より高い場合は、提案内容（業務遂行能力）

の評価が低いことが確定し、選に漏れた事業者の譲受申出価格が事業予定

者の提示した当該価格より低い場合は、落選原因は確定までできないもの

の、やはり提案内容（業務遂行能力）の低評価、又は安価な譲受申出価格

でしか提案できなかったから（資金力に問題）との推測が成り立つからで

ある。）、社会的評価の低下を引き起こすという具体的なおそれが生じる

ため、部分公開の判断に至った。 

ウ 温泉ケーシング管設置図及び本件用地分筆図（案） 

温泉ケーシング管設置図及び本件用地分筆図（案）について、法人等の

内部管理に属する情報であって、公にすることにより法人等の公正な事業
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運営が損なわれると認められるものとして条例第６条第２号により非公開

とした。 

温泉ケーシング管設置図には、実施機関が設置したケーシング管以外に

も、事業者が設置した資産であるポンプ、鋼管、計器類等（これらは、施

設外部から目視により確認することはできず、防犯ないし安全上の観点か

らも公にされていない。）の温泉機器の情報が掲載されており、この情報

が明らかにされた場合、他事業者が温泉管理に関するノウハウを模倣する

ことが可能となり、当該事業者の事業優位性が失われる、あるいは防犯や

安全上の支障が生じるという具体的なおそれが生じる。 

また、本件用地分筆図（案）には分筆予定線の他、事業者の資産である

温泉管等（上記同様、施設外部から目視により確認することはできず、防

犯ないし安全上の観点からも公にされていない。）の情報が含まれており、

これが明らかにされた場合、他社が当該資産の設置及び運用を模倣するこ

とが可能となり、当該事業者の事業優位性が失われる、あるいは防犯や安

全上の支障が生じるという具体的なおそれが生じる。 

エ 本件提案競技審査基準表（案）及び本件提案競技審査基準表（Ａ区画、Ｂ

区画） 

(ｱ) 潮芦屋地区において今後、同様の提案競技が行われることについて 

潮芦屋地区は企業庁が整備を進めてきたまちであり、本件用地同様に、

今後も企業庁所有地の分譲が予定されている。 

上記２(1)総論に記載のとおり、兵庫県企業庁においては、「常に企業

の経済性を発揮」（地方公営企業法第３条）することが求められ、地域福

祉の向上を図りつつ、基本的には、民間企業等と同様の「経済性の発揮」

の視点で事業を行うこととなる。 

本件提案競技における審査基準又は審査結果を公にすることにより、後

続する提案競技において応募する事業者が、高評価が得られる提案内容を

形式的に模倣する、審査基準を推測し、当該推測のもとに、低価格での譲

受申出価格を提案してくるなどの事態が容易に予測され、「競争性が低下

する」ことが具体的に予想されるため、部分公開とした。 

(ｲ) 本件提案競技審査基準表（案）、本件提案競技審査基準表（Ａ区画、

Ｂ区画）については、審査の視点（観点）及び配点等が記載されており、

上記のとおり、審査基準を明らかにすると、後続する提案競技において

競争性が低下することが予測され、地方公共団体が経営する企業、独立

行政法人等に係る事務に関し、企業経営上の正当な利益を害するおそれ

があるものとして条例第６条第６号により非公開とした。 
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また、本件提案競技審査基準表（Ａ区画、Ｂ区画）については、具体の

応募者ごとに付した点数が記入されており、これらの点数は、応募した事

業者の個別案件の評価を超えて、事業者に対する評価として受け止められ

る可能性があり、公にすることにより法人等の名誉、信用、社会的評価、

社会活動の自由等が損なわれると認められるものとして条例第６条第２号

により非公開とした。併せて、上記のとおり、これらの具体の応募者ごと

に付した点数を明らかにすると、後続する同種の提案競技において、競争

性が著しく低下することが予想されることから、地方公共団体が経営する

企業、独立行政法人等に係る事務に関し、企業経営上の正当な利益を害す

るおそれがあるものとして条例第６条第６号により非公開とした。 

審査における評価点数が明らかにされた場合、落選した事業者について

は、応募提案に対する評価にとどまらず、当該事業者の業務遂行能力や資

金力に不安があるとみられ、社会的評価の低下を引き起こすという具体的

なおそれが生じる（条例第６条第２号）。 

また、募集要項で記載している審査項目について、具体的にどのような

審査観点及び点数配分で審査が行われるか公になれば、今後予定される事

業提案競技において、事業者が画一的な事業内容、価格等を提案すること

が可能となり、競争性の著しい低下が生じる（条例第６条第６号）。 

なお、実施機関は「地域の振興と県民福祉の向上」、「選択と集中の徹

底」、「健全経営の維持」の経営方針のもと事業を行う地方公営企業であ

り、企業性（経済性）の発揮と公共の福祉の増進を経営の基本とし、独立

採算制が原則となっていることから、上記を公開することで経営上の損失

となる具体的なおそれがある。 

上記の理由から部分公開の判断に至ったものである。 

(3) 本件処分２について 

ア 潮芦屋温泉事業に関する設備（現地視察資料） 

この資料は、本件提案競技において、委員が行った現地視察に関する資 

料であり、上記(2)ウと同様、事業者が設置した資産であるポンプ、鋼管、

計器類等（これらは、施設外部から目視により確認することはできず、防

犯ないし安全上の観点からも公にされていない。）の温泉機器の現地視察

による詳細な情報が掲載されている。この情報が明らかにされた場合、他

事業者が温泉管理に関するノウハウを模倣することが可能となり、当該事

業者の事業優位性が失われる、あるいは防犯や安全上の支障が生じるとい

う具体的なおそれが生じる（条例第６条第２号該当として非公開）。 

イ 提案概要（弁明書原文では項目名がアと重複していたが、誤記と見られ
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る。） 

これは、審査委員会資料として、各提案の概要を取りまとめた資料であ

り、上記(2)アと同様、企業の提案内容について公にすることはできないた

め、非公開としたものである（条例第６条第２号該当として非公開）。 

ウ 議事録 

審査委員会については、上記に記載のとおり、公にできない情報を取り

扱うことから、募集要項で「審査委員会は非公開とする」旨を記載してい

る。審議過程においては、委員が表明した評価すべきポイント、逆に低評

価となるポイント等が記録されており、これを公開すると、後続する提案

競技において、安易に当該ポイントに形式的に整合させ高得点を狙うなど

競争性を著しく低下する具体的なおそれがあるため非公開とした（条例第

６条第６号オ該当として非公開）。 

エ 審査委員会の意見書 

審査委員会（審査委員）の意見書は作成しておらず（審査委員会の意見

としては、上記「審査基準表（Ａ区画、Ｂ区画）」が相当する。）、不存

在であるため非公開である。 

 

３ 結論 

以上のとおり、本件請求に対する実施機関の本件処分は妥当なものである。 

 

第５ 審議会の判断 

  審議会は、審査請求人の主張、実施機関の説明等を精査した結果、次のとお

り判断する。 

１ 本件対象公文書の非公開部分について  

本件対象公文書における非公開部分は、本件提案競技に係る次の情報である。 

(1) 事業計画内容（事業計画書中、公開ずみの各事業者の募集要項所定の項目名

並びに計画を自主公表している２事業者に係る個人の顔部分及び資金計画部分

を除いた部分をいう。以下同様。）、選定外となった事業者の譲受申出価格 

(2) 審査基準及び審査結果、温泉設備等の情報、提案概要並びに議事録 

(3) 応募登録申込書、提案事業者資格誓約書兼確認書、提案競技申込書、譲受申

出価格調書における代表者印印影、担当者の連絡先、代表企業以外の構成員の

連絡先、役員一覧表における役員の性別、生年月日 

 

２ 非公開部分の条例第６条第２号又は第６号該当性について  

(1) 条例の規定 
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条例第６条第２号は「法人その他の団体…に関する情報…であって、公に

することにより、…法人等…の権利、競争上の地位その他正当な利益を害する

おそれ」があるものを非公開情報としている。 

また、条例第６条第６号は「県の機関…が行う事務若しくは事業に関する

情報であって、公にすることにより、…当該事務若しくは事業の性質上、当該

事務若しくは事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」、同号オは

「地方公共団体が経営する企業…に係る事業に関し、その企業経営上の正当な

利益を害するおそれ」があるものを非公開情報と定めている。 

(2) 本件処分１及び２に係る実施機関の主張する非公開理由 

実施機関は、要旨、経営上の秘密及び内部管理に属する情報であって、公

にすることにより、正当な利益を害するとして、本件処分１において、上記１

(1)掲記の事業計画内容を非公開としている。 

また、実施機関は、選に漏れた事業者の社会的評価の低下、審査基準又は

審査結果を公にすることにより、後続する提案競技において提案内容を形式的

に模倣するなどの事態が予測される等として、本件処分１及び２において、上

記１(1)(2)掲記の本件提案競技に係る審査基準及び審査結果等を非公開として

いる。 

  (3) 検討 

本件提案競技では、事業者の提案内容を審査委員会が評価して付す点（以 

下「内容点」という。）と、価格点（事業者ごとの譲受申出価格による点。以

下同じ。）の和により最高得点を得た者を選定する方式が採られている。 

公有地の売却手続は厳正を期す必要があるところ（地方自治法（昭和22年

法律第67号）第234条等）、当該方式では、採点過程に係る公平性、客観性及

び透明性が確保される必要がある。 

上記２(1)のとおり、条例第６条第２号又は第６号所定の「支障を及ぼすお

それ」「正当な利益を害するおそれ」については、この透明性を確保する観点

も踏まえ検討すべきと考えられる。 

(4) 本件における具体的検討 

   ア 事業計画内容 

    (ｱ) 事業予定者に係る事業計画内容 

      本件提案競技は、事業者から提案された事業計画書等に基づき審査され

ており、募集要項では「事業実施者は、…契約締結日から起算して最低10

年間は、提案内容に基づく使用用途に供する」ものとされている。 

そうすると、事業予定者は、事業計画内容に基づく事業実施が義務付け

られ、事業計画内容は、実際に現地において、テナントの出店等協力事業
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者に係るものを含め公にされることとなる。 

そうすると、資金計画や防犯等の施設運営上のノウハウ等（条例第６条

第２号）を除き、非公開とすべき理由を見出すことは困難である。 

また、多額の用地取得等に資金を投じ事業者自身の計算で行われる提案

が他者の形式的模倣に終始することは想定し難く、上記の実際に現地にお

いて公に実施される他者の提案内容を参考とすることによる具体的かつ現

実的な支障は想定されない。 

ここで、本件提案競技の募集要項では「提案書類等は必要に応じて公開

することがある。」等とされ、事業者は条例に基づく提案書類等の公開が

あり得ることを前提として応募しており、事後的に、当該提案書類等の公

開につき異議を唱えることは許されない。実施機関は、著作権法（昭和45

年法律第48号）第18条第３項第３号及び第42条の３により、条例に基づき

公開すべき部分を公開することができる。 

また、当該提案書類等の公開を受けた者は、当該提案書類等における著

作物性（著作権法第２条第１項第１号）を有する部分に係る権利侵害等を

惹起せぬよう「適正に使用しなければならない（条例第３条）」。 

以上からすると、事業予定者に係る事業計画内容は、事業実施に伴い通

常公衆に明らかとなるべき次の情報を公にすべきである（丸付き記号は公

開すべき情報を記載する連番である。以下同様。）。 

     ａ 提案事業者の協力者である法人名称、事業内容及び役割分担（写真中

の個人の顔部分を除く。㋐） 

     ｂ 「全体計画」「施設整備計画」「全体スケジュール」の項中の各事業

又は施設についての情報（防犯対策に係るもの、写真中の個人の顔部分、

施設配置図等の図面中の通常公とならない内容を除く。㋑） 

     ｃ 「施設運営計画」の項中の情報（防犯等に係るセキュリティ情報、在

籍会員数及び構成割合、想定来客数並びに人員配置等の内部管理情報を

除く。㋒） 

     ｄ 「資金計画」の項中の各表の項目及び本件土地の購入（申出）金額

（㋓） 

(ｲ) 次順位事業予定者に係る事業計画内容 

次順位事業予定者の事業計画内容については、必ずしも現地で施行され

公になるものではないため、上記(ｱ)（事業予定者）と同列に論ずること

はできない。 

ただし、本件における次順位事業予定者は、事業計画書の内容を自主的

に公表していることから、本件処分１において、既に上記㋐ないし㋓に相
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当する情報も含め事業計画内容を幅広く公開ずみであり（上記第４の２

(1)ア）、残余の非公開部分につき、新たに公開すべきものはない。 

(ｳ) 選定外となった事業者に係る事業計画内容 

  選定外となった事業者に係る事業計画内容については、現地で実施さ

れ公になる可能性は存しない。本件処分１においてはすでに選定外とな

った事業者の名称が公開ずみであり、加えて事業計画内容までが公にな

れば、本件提案競技における評価に留まらず、当該事業者自体の履行能

力、信用等に対する社会的評価が低下するおそれがあり、条例第６条第

２号該当として非公開とすることが妥当である。 

イ 選定外となった事業者の譲受申出価格 

     譲受申出価格は、当該事業者の価格点と同価値の情報であるため、後述す

るとおり、選定外となった事業者の価格点と同様、非公開とすることが妥

当である。 

ウ 審査基準及び審査結果 

     本件提案競技では、内容点と価格点の和により最高得点を得た者を選定す

る方式が採られていることが、本件処分１により公開された審査基準表の

記載及び体裁から明らかである。 

上記２(3)のとおり、近傍地につき行われる事業提案競技において実施機

関が全く同じ態様で審査することは通常想定し難いものの、実施機関では、

本件提案競技と同様あるいは類似の審査基準を用いることが想定される。 

(ｱ) 審査細目欄について（㋔） 

      審議会で当該審査細目欄の記述を確認したところ、募集要項記載の審査

項目と概ね同内容が記載されており、これらを公にしても、実施機関の行

う事業提案競技の審査に支障を与える現実的・具体的可能性はおよそ認め

られず、公開することが妥当である。 

    (ｲ) 審査基準欄について 

      審議会で審査基準欄の記述を確認したところ、その内容は審査細目を敷

衍し着眼点を示す情報が記載されていた。これらの着眼点を公にすると、

今後、実施機関が行う事業提案競技において、当該着眼点に符合する要素

を誇大に記載し、それ以外の要素の記載を疎かにする等の提案がなされ、

実施機関の行う提案競技の審査において適切な審査が行い難くなる具体的

な支障（条例第６条第６号）があるものと認められ、非公開とすることが

妥当である。 

(ｳ) 配点欄及び審査点数欄について 

  配点欄には、内容点（複数項目）と価格点の配点、審査点数欄には５
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段階の優劣評価に応じ付加する点数が記載されていることが、審査基準

表の記載及び体裁から明らかである。   

ａ 価格点の配点、内容点の配点合計及び満点 

価格点の配点、内容点の配点合計及び満点を公にすると、本件提案

競技における価格点と内容点の割合が明らかとなる。 

この割合は、単発の事業提案競技であれば、少なくとも提案競技の

終了後において、透明性を確保するために明らかにすべきと考えられる。 

しかし、本件では、後続の事業提案競技が予定され、当該割合につ

いて大幅な変更は困難とも見られるところ、当該割合を公にすると当該

後続の事業提案競技の募集において支障となることが考えられる。よっ

て、条例第６条第６号所定の支障が認められ、非公開とすることが妥当

である。 

ｂ 内容点の個別項目ごとの配点及び審査点数欄の数値 

内容点の個別項目ごとの配点及び５段階の優劣評価により付すべき

点数を示した審査点数欄の数値は、これを公にすると、多くの配点が割

り振られている項目に符合する内容を誇大に主張したり、あるいは、配

点の少ない項目を疎かにするなどの提案がなされる可能性があるため、

実施機関の行う提案競技の審査において具体的な支障（条例第６条第６

号）が生ずるものと認められ、非公開とすることが妥当である。 

     ｃ 内容点に係る応募事業者ごとに各審査委員が付した点数 

       本件処分１では、審査基準表において個別の事業者ごとに点数を付加

した審査委員名がすでに公開ずみである。 

応募事業者ごとに各審査委員が付した点数（各審査委員ごとの小計、

中計及び合計欄を含む。以下同様。）が公になると、採点に不満を抱く

者から非難されるなどの不当な干渉を受ける事態が想定されるため、実

施機関の行う提案競技の審査において具体的な支障（条例第６条第６号）

が生ずるものと認められ、非公開とすることが妥当である。 

     ｄ 価格点及び総合評価点欄 

       価格点及び総合評価点欄については、次のとおりである。 

(a) 事業予定者又は次順位事業予定者に係るもの（㋕） 

事業予定者又は次順位事業予定者に係る総合評価点は、契約の相

手方となり得る者として本件提案競技において決定された者に係る

選考結果を端的に示す数値である。 

従って総合評価点は、価格以外の要素である内容点を加味し契約

の相手方を選定する事業提案競技において透明性を確保するため明
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らかにすべきと考えられ、また、公にしても、実施機関の行う本件

提案競技又は今後行う同様の事業提案競技の審査への現実的・具体

的な支障は認められず、公開することが妥当である。 

価格点欄の点数（なお総合評価点と価格点の差が内容点である。）

については、これを明らかとすると、概ねの価格点と内容点の割合

を推測しうることとなるため、上記ａ同様、非公開とすることが妥

当である。 

(b) 選定外となった事業者に係るもの 

        上記２(4)ア(ｳ)のとおり、本件処分１においてはすでに選定外とな

った事業者名が公開ずみであり、加えて内容点等が公になれば、本

件提案競技における結果に留まらず、当該事業者自体の履行能力、

信用等に対する社会的評価が低下するおそれがあり、事業者の権利、

競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報（条例第

６条第２号）として非公開とすることが妥当である。 

エ 温泉設備等の情報 

審議会において確認したところ、第三者（事業者）が設置したポンプ、

鋼管、計器類等の温泉設備等に係る詳細な情報が掲載されており、公にす

ることにより、温泉管理に関するノウハウを模倣することが可能となり、

当該第三者の事業優位性が失われる、あるいは防犯や安全上の支障が生じ

るという具体的なおそれがあるため（条例第６条第２号該当）、非公開と

することが妥当である。 

オ 提案概要 

  審議会において当該提案概要を確認したところ、次のとおりである。 

 (ｱ) 応募事業者の提案内容を抜粋又は要約した部分 

各応募事業者の提案内容が抜粋又は要約されて審査に供されたものであ

る。当該抜粋又は要約は、審査において重視される部分を示したものとい

え、上記２(4)アの公開又は非公開に係る判断に関わらず、当該部分を公

にすると、今後、実施機関の行う同種の事業提案競技において、当該審査

において重視される部分のみに注力して提案書を作成するなどの支障が生

じることがあり得、実施機関の行う提案競技の審査において具体的な支障

（条例第６条第６号）が生じるため非公開とすることが妥当である。 

(ｲ) 譲受申出価格 

      本件処分１において実施機関が既に明らかにしている事業予定者及び次

順位事業予定者に係るものは公開すべきである（㋖）。 

      事業予定者及び次順位事業予定者以外の事業者に係るものは、上記２
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(4)ウ(ｳ)ｄ(b)と同様、非公開とすべきである。 

(ｳ) 上記(ｱ)(ｲ)以外の部分（㋗） 

上記(ｱ)以外の部分は、既に本件処分１で公開ずみの応募事業者の名称

及び審査項目、上記２(4)ウ(ｱ)のとおり公開すべきと判断した審査細目で

あり、公開すべきである。 

カ 議事録 

審議会において当該議事録を確認したところ、次のとおりである。 

    (ｱ) 審査委員会の開催及び議事進行に係る部分（㋘） 

日時、場所、出席者（委員氏名等は実施機関において別途公表されてい

る。）、議題、開会（挨拶）、委員会成立、委員長選任、議事進行に係る

事務局説明、議事終了後の事務局説明に係る記述が確認された。これらを

公にしても、本件提案競技及び実施機関の行う同様の提案競技の審査にお

ける支障は想定されず、公開すべきである。 

(ｲ) (ｱ)以外の部分 

(ｱ)以外の部分には、本件提案競技の募集に当たって募集要項及び審査

基準の案に係る実質的検討、応募された事業者の提案に係る内容点の採点

経過が記録されており、いずれも公にすると、今後、実施機関の行う同種

の事業提案競技において、当該審査において重視される部分のみに注力し

て提案書を作成するなどの支障が生じることがあり得、実施機関の行う提

案競技の審査において具体的な支障（条例第６条第６号）があるため非公

開とすることが妥当である。 

キ 上記アないしカ以外の本件処分１において非公開とされた情報 

上記アないしカ以外に、実施機関が本件処分１において非公開とした情

報（上記第５の１(3)）については、代表者印印影について条例第６条第２

号により、担当者の連絡先、代表企業以外の構成員の連絡先、役員一覧表

における性別、生年月日について条例第６条第１号により、それぞれ非公

開としたことは妥当である。 

 

３ 審査請求人のその他の主張について 

審査請求人のその他の主張については、いずれも当審議会の判断を左右するも

のではない。 

 

４ 付言 

実施機関は、本件処分１及び２において、事業計画内容の実質的記載部分のほ

ぼすべて、あるいは議事録のすべてを非公開とするなど、本来公開すべき部分



- 18 - 

 

（上記㋐ないし㋘）を広範に非公開としている。実施機関は、改めて、所定の非

公開情報（条例第６条各号）を除き、公文書を公開すべき原則について、十分留

意されたい。 

 

 ５ 結論 

以上のことから、「第１ 審議会の結論」のとおり判断する。 
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別表 
 

内容 公開すべき部分 
１ Ａ区画事業予定者

事業計画書 
「事業計画書」と記載された頁中、提案事業者の協力者を示
す標目及び当該協力者の名称 
１～８頁中、原処分における非公開部分のうち、写真中の人
物顔部分を除くすべて 
９～14頁中、原処分における非公開部分のうち、建物配置図
（平面図）における商業施設内部、温泉附属設備に係る部分
及び写真中の人物顔部分を除くすべて 
15～18頁中、原処分における非公開部分のうち、顧客の年齢
階層別の人数及び割合の値（割合に係る合計欄を除く。）、
写真中の人物顔部分及び夜間管理（夜間管理の項中、１～２
行目及び２行目直下に配置された写真画像に限る。）に係る
記載事項を除くすべて 
19～20頁中、原処分における非公開部分のうち、「総事業
費」の項中、各表の１行目、１列目及び集計を示す項目（い
ずれも項目名）並びに本件土地の購入に係る行のすべて、
「借入先内訳及び返済方法」の項中、表の１行目（項目
名）、「工事費概算表」の項中、表の１行目、１列目及び集
計を示す項目（いずれも項目名）及び「収支計画（単年）」
「年度収支計画」の項中、表の１行目及び１ないし２列目
（項目名） 
21頁中、原処分における非公開部分すべて 

２ Ｂ区画事業予定者
事業計画書 

１～19頁中、原処分における非公開部分のうち、全体鳥観図
（６頁）、施設配置図（７頁）、平面図（８頁）及び導線計
画図（10頁）中の店舗内部に係る部分（店舗内部の什器備品
等の種別に係る説明部分を含む。）、想定来客数（17頁）、
人員配置計画、店舗管理体制及び教育体制に係る部分（18
頁。原処分における非公開部分４行目７字～行末、５行目１
～４字、26行目７字～行末、27～30行目のすべて）、安全管
理・防犯対策について記載した部分（19頁。原処分における
非公開部分21行～最終行）を除くすべて 
20～21頁中、原処分における非公開部分のうち、「事業投資
計画」の項中、１つ目の表の１行目、１列目及び３列目（項
目名）、本件土地の購入費用を示す項目及びその金額、資金
調達方法のうち項目名、２つ目の表の１行目（項目名）、
「工事費概算表」の項中、表の１行目及び１列目（項目名）
及び「収支計画（単年）」の項中、表の１行目、１列目及び
３列目（項目名）、「年度収支計画」の項中、表の１行目及
び内訳を示すための空欄は含まず、１列目（項目名） 
22頁中、原処分における非公開部分すべて 
23頁中、原処分における非公開部分のうち、店長以外の人員
配置につき説明した部分を除くすべて 

３ 本件提案競技審査
基準表（案） 

原処分における非公開部分のうち、審査細目欄の記載及び採
点数値の記入のない空欄 

４ 本件提案競技審査
基準表（Ａ区画、
Ｂ区画） 

原処分における非公開部分のうち、審査細目欄の記載及び事
業予定者又は次順位事業予定者に係る総合評価点 

５ 提案概要 応募事業者の提案内容を抜粋又は要約した部分以外の部分 
６ 議事録 日時、場所、出席者、議題、開会（挨拶）、委員会成立、委

員長選任、議事進行に係る事務局説明、議事終了後の事務局
説明に係る記述 
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（参考） 

審 議 の 経 過 

年 月 日 経      過 

令和７年７月31日 ・諮問書の受領 

・諮問庁から実施機関の弁明書を受領 

令和７年８月27日 ・審査請求人から意見書を受領 

令和７年８月28日 

第１部会（第115回） 

・実施機関の職員から非公開理由の説明を聴取 

・審議 

令和７年９月29日 

第１部会（第116回） 

・審査請求人から意見聴取 

・審議 

令和７年10月31日 

第１部会（第117回） 

・審議 

令和８年２月20日 

第１部会（第120回） 

・審議 

令和８年２月24日 ・答申 

 

主に調査審議に関与した委員 

情報公開・個人情報保護審議会 第１部会 

部会長  淺 野  博 宣 

委 員  申    吉 浩 

委 員  鳥 井  真 次 

委 員  西 片  和 代 

委 員  西 上    治 

 


